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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
家
公
務
員
の
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
特
例
に
よ
る
割
増
退
職
金
の
実
態
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
に
係
る
特
例
の
適
用
者
数
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
退
職
手
当
の
支
給
状
況
を

調
査
す
る
中
で
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
十
二
年
度
及
び
平
成
十
三
年
度
の
当
該
適
用
者
数
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
調
査
・
集
計
中
で
あ
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
九
十
五
号
）
又
は
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
の
適
用
を

受
け
て
い
た
退
職
者
の
う
ち
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
特
例
に
よ
る
割
増
額
が
最
も
高
額
で
あ
っ
た
者
に
係
る
当
該
割

増
額
及
び
退
職
手
当
額
、
再
就
職
先
の
種
別
、
在
籍
年
月
及
び
報
酬
額
（
特
殊
法
人
か
ら
支
給
さ
れ
た
報
酬
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
並
び
に
定
年
ま
で
勤
務
し
退
職
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
実
際
の
退
職
時
以
降
の
推
計
給
与
額
及
び
推
計
退
職
手

当
額
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

一



な
お
、
こ
れ
ら
の
者
の
所
属
省
庁
及
び
再
就
職
先
の
具
体
的
名
称
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
場
合
、
退
職
者

が
特
定
さ
れ
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
退
職
手
当
額
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。
ま
た
、

再
就
職
先
に
お
け
る
報
酬
額
は
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
特
殊
法
人
か
ら
支
給
さ
れ
た
報
酬
に
係
る
も

の
以
外
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
に
係
る
特
例
に
よ
る
割
増
額
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
当
該

額
を
新
た
に
調
査
・
集
計
す
る
こ
と
は
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
に
係
る
特
例
の
適
用
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
国
家
公
務
員
採
用
�
種
試
験
若
し

く
は
国
家
公
務
員
採
用
上
級
甲
種
試
験
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
試
験
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
は
、
平
成
十
年
度
は
四
百
二
十

人
、
平
成
十
一
年
度
は
四
百
十
六
人
、
平
成
十
二
年
度
は
五
百
十
人
、
平
成
十
三
年
度
は
三
百
五
十
七
人
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
に
係
る
特
例
は
、
公
務
上
の
傷
病
又
は
公
務
上
の
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
、

二



そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け
て
退
職
し
た
者
等
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
自
己
都
合
に
よ

り
退
職
し
た
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

六
に
つ
い
て

退
職
勧
奨
の
記
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
総
理
府
令
第
十
一
号
）
に
基
づ
く
退
職
勧
奨
の
記
録
に
記
載
さ
れ
る
退

職
勧
奨
の
理
由
及
び
理
由
ご
と
の
人
数
に
つ
い
て
は
分
類
・
集
計
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
理
由
及
び
理
由
ご
と
の

人
数
を
新
た
に
調
査
・
集
計
す
る
こ
と
は
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
に
係
る
特
例
は
、
国
家
公
務
員
の
身
分
が
定
年
ま
で
保
障
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
専
ら
各
府
省
の
都
合
に
よ
り
定
年
前
に
退
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
に
対
し
、
不
利
益
を
甘
受
さ
せ
る
こ
と
は

適
当
で
は
な
い
た
め
、
当
該
者
が
定
年
ま
で
勤
務
す
る
者
に
比
べ
て
大
き
な
不
利
益
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
等
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、給
与
や
退
職
手
当
を
含
め
た
総
人
件
費
の
累
増
の
抑
制
等
の
要
請
も
踏
ま
え
て
、

定
年
前
早
期
退
職
者
が
再
就
職
す
る
か
否
か
と
は
関
係
な
く
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
各
府
省
に
お
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
い
わ
ゆ
る
早
期
退
職
慣
行
の
是
正
に
着
手
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
総
務

三



省
に
お
い
て
は
、
当
該
是
正
に
併
せ
、
退
職
勧
奨
に
係
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

四



五


